
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１１月の行事予定＞ 
 

※１０月３１日（金）校内音楽会①（児童の部） 学校運営協議会 

 

１日（土）彩の国教育の日 学校公開日 校内音楽会②（保護者公開） 

     ４時間授業 月曜日課 給食なし  

    ※喜沢小学校おやじの会主催：防災キャンプ（～２日（日）） 

３日（月）文化の日 

４日（火）振替休業日 

５日（水）お話朝会 

学校評価 保護者アンケート実施（～１０日） 

社会体験チャレンジ３ｄａys＜喜沢中学校＞（～7日） 

 １１日（火）PBS朝会  戸田市小中学校音楽会（５年出場） 

 １２日（水）月曜日課 さわやかトークタイム  

2年校外学習  ３年社会：明治戸田工場オンライン見学 

 １３日（木）とだっこゼミナール 放課後子供教室 

 １４日（金）埼玉県民の日 

１８日（火）児童朝会 

１９日（水）クラブ活動 

２０日（木）とだっこゼミナール 

２３日（日）勤労感謝の日 

２４日（月）振替休日 

２５日（火）体育朝会 

２６日（水）１年校外学習 委員会活動 

２７日（木）きざわっこタイム とだっこゼミナール 放課後子供教室 

※２９日（土）戸田市算数・数学フェスティバル＜戸田市文化会館＞ 

  

＜１～４年校外学習 予定＞ 

 

〇１１月１２日（水）  ２年 鉄道博物館 

〇１１月２６日（水）  １年 東武動物公園 

○１２月 ２日（火）  ３年 キッコーマンもの知りしょうゆ館・茨城県自然博物館 

〇 ２月 ６日（金）  ４年 キッザニア東京 
 
※詳細につきましては、後日、配付されます「しおり」で御確認ください。 
御理解・御協力いただきますようお願いいたします。 

 

＜１１月は「戸田市いじめ撲滅強調月間」＞ 

 本校では、「喜沢小学校いじめ防止基本方針」を策定するとともに、いじめ防止の観点からも、児 
童を対象にした毎月の「心のアンケート」の実施や教職員が定期的に児童の様子を報告し合う会議 
も行っています。 
また、保護者の方を対象とした「さわやかトークタイム」を定期的に計画する他、学校のスク 

ールカウンセラーとの面談も随時行っています。 
オンラインでの面談も可能ですので、お子さんのことで、何か気になることがありましたら、遠 

慮なく学校までお知らせください。 
また、相談窓口等を掲載したお手紙を同時配信しますので御確認ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜校内音楽会について＞ 
 

〇日時  ①１０月３１日（金）校内音楽会①（児童の部） 学校運営協議会 

②１１月１日（土）校内音楽会②（保護者の部） 

             月曜日日課 短縮４時間授業 給食なし 

※各学級での授業公開は行いません。 

〇②の日程  ９：１５～ 開場 

       ９：３０～ 第1部・・・ひまわり学級・１～３年の部 

      １０：２０～ 開場 

１０：３５～ 第2部・・・４～６年の部 

〇お願い   
・演奏中の会場への出入りは禁止といたします。 

・第１部と第２部の間に、保護者の方の入れ替えをいたします。（そのまま残ることも可） 

・お子さんの学年以外の鑑賞も可能とします。 

・体育館で行います。（オンラインは、行いません。） 

・保護者席は、後方に椅子席・前方にマット席を設置し、マット席は、発表学年優先となります。 

・校内音楽会では、写真及び動画の撮影をすることができますが、以下をお守りください。 

① 個人情報保護のためＳＮＳ等への投稿は禁止とします。 

② 自席にて、周りの方に迷惑のかからないようにしてください。（三脚の利用不可・一脚の使用可） 

・来校の際は、入校証を必ず御着用ください。 

・入校証が不足する場合は、１０月３１日（金）までに、担任までお知らせください。 

・各自、内履き・外履きを入れるビニール袋等をお持ちください。下駄箱は使えません。 

・受付については、下記を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

＜彩の国教育の日について＞ 
 

埼玉県では、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」として

います。県内各地で様々な講座や体験教室の実施が予定されています。 

本校では、１１月１日を「彩の国教育の日」として、校内音楽会を実施いたします。保護者の皆様、

ぜひご参観ください。 



１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 
いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決して許

されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に取り組

んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 

相談窓口等 

○彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３
な や み

００
ゼロゼロ

 又は ０１２０－８６
ハ ロ ー

－３１９２
さ い の く に

  

 保護者用  ０４８－５５６
こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 

 （毎日２４時間） 

 Ｅメール相談soudan@spec.ed.jp 
 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から17時の時間帯に行っています。 

※学校や教職員に対する苦情等について、直接、指導や調査等をすることはできません。 

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

【通報内容 いじめに関すること】           

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

    ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する 

       返信は行いません。 

    ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないよう 

       に調査・対応します。 

 

○埼玉県警察少年サポートセンター 

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談（カウンセリング等）】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１６時１５分） 

  ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」 

  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 

  ※面接相談は要予約 

○子どもスマイルネット（埼玉県こども安全課） 

【相談内容 いじめなど子供に関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】 

 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分） 

  ０４８－８２２－７００７ 

 ※いじめなど子供の権利侵害に関する悩みには、「埼玉県子どもの権利擁護委員会」が力になります。（面接相談（予約制）） 

○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

【相談内容 どんなことでも】 

 ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間） 

 ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル（毎月１０日８時～翌日８時）と  

           （土・日・祝日・年末年始を除く毎日１６時～２１時） 

 ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 

 インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 



○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 

【相談内容 どんなことでも】 

１８歳以下の子供専用（無料） 

電話 ０１２０－９９－７７７７（毎日１６時～２１時） 

 オンラインチャット https://childline.or.jp/ （月～土 １６時～２１時） 

○こころの健康相談統一ダイヤル 

【相談内容 こころの健康の相談】 

 （平日・休日ともに24時間対応） 

  電話：０５７０―０６４―５５６（おこなおう、まもろうよ、こころ） 

※さいたま市にお住まいの方は平日9時から17時、18時30分から22時 

○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 

【相談内容 こころの健康の相談】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  ０４８－７２３－１４４７ 

  ※さいたま市以外にお住まいの方が対象 

○埼玉県SNS相談 こころのサポート＠埼玉 

【相談内容 こころに関する相談内容を何でも（LINEで心理カウンセラーへ相談）】 

 （毎日１９時～２３時 受付は終了３０分前まで） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 

○こどもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 

【相談内容 こどもの人権】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇こどもの人権ＳＯＳ－ｅメール 

 https://www.jinken.go.jp/goriyouannai_ch/ 

 

 

 

 
 



 

＜喜沢第一歩道橋の撤去工事に伴う通学路の変更＞ 

 

工事期間の８月２５日（月）から１０月３１日（金）まで、一部の児童が、通学路変

更していましたが、１１月１日（土）から、元の通学路に戻ります。歩道橋ではなく、

新しく設置される横断歩道を渡っての登下校となります。 

学校でも、通学路が変更となる通学班を全員集め、通学路と安全面で気を付けること

について指導いたします。各御家庭でも御協力をお願いします。 

 


